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抵当権のついたマンション

売却は可能でしょうか？

抵当権について１

　マンションを購入される大半の方が、銀行から
購入代金を借り入れ(住宅ローン)購入しています。そ
の借入れ金額の抵当としてマンションに抵当権が設定
されています。住宅ローンを完済した際、所有権移転
登記申請と同時に抵当権の抹消登記申請を行います。

売却時にはローンが残っています２

売却金額でローンを完済できない場合３

　売却時のローンの残債は買主様からの売却代金を
残債の返済金に充て、借入金を完済し抵当権抹消を
所有権移転と同時に行います。

所有権移転登記申請費用は買主様のご負担､抵当権
抹消登記申請費用は売主様のご負担というのが一般
的です。

　売買代金で残債額を完済できない場合は、自己資
金で不足分を補わなければなりません。
　売却を相談する不動産会社にローン残額と今後の計
画を(住替え等)を伝え、価格査定書を参考に、残債を
完済し抵当権を抹消できるか確認をする事が大事です。

まとまった自己資金がない場合４
　

　ローンの完済をするための不足分を次の物件を購入
する際に加算して融資してくれる金融機関があったりし
ます。（銀行や個人属性により条件等は異なります)

売却のご相談はお気軽に
裏
面
へ


